
 
第８期介護保険事業計画 

取組と目標に対する自己評価シート（フェイスシート）総括表 

【評価目標一覧】 
 
 タ  イ  ト  ル 

（フェイスシートのタイトルと一致） 
自己評価結果 

（◎、○、△、×） 
その他 

（県に支援してほしいこと等）  

目標

１ １．高齢者支援推進体制の充実 〇  

目標

２ ２．生きがい施策の推進 ○  

目標

３ ３．一般介護予防施策の推進 〇  

目標

４ 
４．適切なサービス利用による自

立支援・重度化防止 ◎  

目 標

５ ５．認知症総合支援策の推進 〇  

目 標

６ 
６．高齢者の安全安心な暮らしの

支援（地域共生） 〇  

目 標

７ 
６．高齢者の安全安心な暮らしの

支援（医療連携） △  

目 標

８ 
６．高齢者の安全安心な暮らしの

支援（権利擁護・居住安定） 〇  

目 標

９ 

６．高齢者の安全安心な暮らしの

支援（災害や感染症に対する備

えの検討） 
◎  

※設定した評価目標の数に応じて欄は適宜修正してください。 

別紙様式１－１ 

・ 「自己評価結果」欄は、目標に対する実施内容の達成状況について、「◎達成できた（数値

目標があるものについては 80％以上達成）、○概ね達成できた（同 60～79％）、△達成はや

や不十分（同 30～59％）、×達成できなかった（同 29％以下）」により記載してください。 

・別紙様式１－２、１－３の作成にあたっては、「介護保険事業（支援）計画の進捗管理の手

引き」（平成 30 年 7 月 30 日厚生労働省老健局介護保険計画課）38 頁～を参照してくださ

い。 



取組と目標に対する自己評価シート（フェイスシート）

タイトル １．高齢者支援推進体制の充実

現状と課題

(1) 介護保険法には、介護サービスを提供する目的を「その有する能力に応じ自立した生

活を営むことができるよう必要なサービスに係る給付を行う」と明記されており、そ

の基本理念が置き去りにされている状況にある。持続可能な介護保険制度を目指し、

引き続き、町民、医療介護等の関係職種、行政等介護保険に携わるすべての人が、「要

介護状態の軽減又は悪化の防止」と「自立、健康の保持・増進」のためにサービスを

利用することを理解する必要がある。

(2) 平成 18 年度から地域包括支援センター業務を法人に委託し、現在は役場Ｂ棟の福祉

総合相談センター内と立川総合支所内の立川サブセンターの 2 カ所に設置されてい

る。また、町保健師の派遣、第 6期計画期間から機能強化のため他法人より職員の出

向、第 7期計画期間から生活支援コーディネーターを配置する等、地域の実情や課題

を情報共有しながら運営にあたっているが、地域住民の高齢化の進展と複雑化・複合

化した支援ニーズの増加により、より一層の機能強化が求められている。町内の居宅

介護支援事業所へ実施したアンケートでも、地域包括支援センターに期待する役割と

して個別事例への助言や支援の充実、地域や民生委員・児童委員等地域の関係者や事

業所等とのネットワーク構築と連携強化、情報共有の充実が挙げられた。地域共生社

会の実現に向け、地域包括ケアシステムの中核機関として、その役割は更に重要とな

っている。

第 8期における具体的な取組

(1) 理念の周知徹底

(2) 地域包括支援センターの機能強化

目標（事業内容、指標等）

(1) ホームページや広報、パンフレット等の周知のための媒体の利用、また、指導や各種

会合、介護申請時の機会を活用し、町民及び関係職種への介護保険法の基本理念の周

知を行う。

(2)①地域包括支援センターの設置場所、職員体制等の変更がある場合は、町民サービス

の低下とならないよう体制等も含め検討する。

②高齢者支援に携わる関係職種のネットワークの強化を図るとともに、更なるケアマ

ネジメントの質の向上を目指し居宅介護支援事業所等への支援に努める。

③地域ケア会議を通じて地域課題の把握を行い、関係機関と連携しながら課題解決に

向けて実践的に対応するよう努める。

④適切な運営のため地域包括支援センターの評価を行い、見直し・改善を図りながら

事業を展開する。

⑤福祉総合相談センターや関係機関等との協働により、高齢・障がい・子ども・生活

困窮等包括的な相談に対応できるよう体制整備を図る。

目標の評価方法

別紙様式１－２



 時点

☑中間見直しあり 

□実績評価のみ

 評価の方法

・全国統一の「地域包括支援センターの事業評価」の活用による評価

・町独自の評価表により自己評価し、不十分な事項については改善に向けた取組みに

ついて検討をおこなう。

・町と運営協議会においてその自己評価表を審査する。

・地域包括支援センターの情報公表の確認（発行チラシ、町 HP、業務委託先法人 HP

及び包括 HP）

※シートの作成にあたっては「介護保険事業（支援）計画の進捗管理の手引き」（平成 30年 7月 30 日

厚生労働省老健局介護保険計画課）38ページ～を参照してください。



取組と目標に対する自己評価シート

年度 R4

前期（中間見直し）

実施内容

・町民や関係職種への介護保険法の基本理念の周知。制度の周知に合わせ基本的理念の

周知を図ることを目的とし、「庄内町高齢者保健福祉サービス」パンフレットを町内医

療機関及び薬局に配布設置した。

・自立支援型地域ケア会議の開催の際、介護保険法の理念について周知し、参加者の理解

を促している。

・自立支援型地域ケア会議終了後に関係者で振り返りを実施し、自立支援・重度化防止に

ついて指導するとともに事例者の今後の方向性と地域課題について話し合いをしてい

る。

・地域ケア会議推進事業研修会 1回開催（介護支援専門員、サービス事業所向け）

・更新申請通知に給付実績がない方には、更新手続きの検討を促す付箋をつけている。ま

た、要支援で通所、訪問介護のみを利用している方に、事業対象者へ誘導するチラシを

同封している。

・65 歳到達者へ被保険者証送付時に、口腔・栄養に関するチラシを同封し、介護予防に

向けた意識づけを図る取り組みを継続している。

・地域包括支援センター運営協議会 1回開催

・全国統一の「地域包括支援センターの事業評価」を実施

・町として地域包括支援センター体制の中長期的な見通しについて町長へ確認

・地域包括支援センター等庄内連絡会企画委員会への参加 １回

自己評価結果

介護支援専門員やサービス提供事業所へ向けて自立支援、重度化防止という基本理念

を周知しているが、サービス内容の改善には至っていない。受給者ではない第 1 号被保

険者へ向けて、元気なうちから身体の健康状態を維持することの重要性（介護状態にな

ると発生する経済的負担）を周知していく必要がある。

地域包括支援センターとの定期的な会合を行い、事業の実施について意見交換や情報

交換を行った。

社会福祉協議会へ地域包括支援センターの体制について町の方向性を示し、包括職員

の確保等についての意見を交換した。

課題と対応策

介護保険の理念に基づいたサービスを提供しようと努めているが、自立支援の観点に

立って介護支援専門員及びサービス事業所職員の連携が出来ていない。自立支援、重度

化防止という同じ目標に向かって関係者が一丸となって支援が出来るように研修会を開

催し、支援していく。

地域包括支援センター職員の負担軽減を図るとともに業務改善につなげるため、社会

福祉協議会も交えた意見交換を継続する。

別紙様式１－３



後期（実績評価）

実施内容

・町集団指導や自立支援型地域ケア会議の開催の際、介護保険法の理念及び自立支援・重

度化防止の取組の重要性について周知し、参加者の理解を促している。

・自立支援型地域ケア会議終了後に関係者で振り返りを実施し、自立支援・重度化防止に

ついて指導するとともに事例者の今後の方向性及び地域課題について話し合いをして

いる。

・地域ケア会議推進事業研修会 1回開催（介護支援専門員、サービス事業所向け）

・更新申請通知に給付実績がない方には、更新手続きの検討を促す付箋をつけている。ま

た要支援で通所・訪問介護のみを利用している方に、事業対象者へ誘導するチラシを同

封している。

・65 歳到達者へ被保険者証送付時に、口腔・栄養に関するチラシを同封し、介護予防に向

けて意識づけを図る取り組みを継続している。

・給付費実績通知発送（3月）時、「介護保険の理念」を記載したチラシを同封した。

・地域包括支援センター運営協議会 1回

・地域包括支援センター全国統一評価結果と町独自の評価を合わせて検討し、運営協議会

にて審査した。

・地域包括支援センター等庄内連絡会研修会 1回

自己評価結果

介護施設等集団指導において、介護保険の基本理念について周知を図った。また、機会

あるごとに自立支援、重度化防止の基本理念について、関係者で規範的統合を図った。ま

た、自立支援型ケアマネジメントの進め方や目標の具体設定方法、リハビリ専門職の介入

の仕方等、実践に活かせる支援方法を学ぶことができた。

地域包括支援センターの業務について、全国統一事業強化表の結果を活用し、町及び地

域包括支援センターで未実施又は評価が低い事項についての改善を明確にし対応を協議

した。

地域包括支援センターの業務洗い出しにより次年度への予算に盛り込むことで解決で

きる事項等については予算計上した。

居宅介護事業所が抱える困難事例のケース会議に町や地域包括支援センターが参加し、

困難事例の解決につながるよう居宅介護事業所の支援を行った。

庁内部署が開催する高齢者を対象とした事業に、地域包括支援センターが共催し、地域

包括支援センターの紹介や事例の紹介を行った。

課題と対応策

自立支援の観点に立った適切なケアマネジメントを目指すよう、機会を捉えて介護支援

専門員へ指導をしてはいるが、長年の考え方を変えるのは難しい。また、サービス提供事

業者においても利用者の個別の状況に合わせたサービス提供にはなっていないのが現状

である。今後は、利用者のニーズや目標に合わせた適切なケアマネジメントを行ったうえ

で、自立につながるサービスが提供できるように支援していく。また、自立支援型地域ケ

ア会議の振り返りに生活支援コーディネーターが参加し、地域課題の集約を図っていく。

町民に対しては、認定申請受付時や給付適正化通知において理念を周知できるよう、相

談時の対応について検討する必要がある。

令和 4年度から町で実施している「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業」及

び保健福祉課内で実施する健康に関する事業についても一体的に実施することにより、町



民が「要介護状態の軽減又は悪化の防止」と「自立、健康の保持・増進」に努めるよう理

解の普及につなげる。

地域包括支援センターが実施する事業の進捗状況について町との定期的な会合の中で

随時確認を行う等、業務改善や地域包括支援センター職員の負担軽減を図る必要がある。

地域包括支援センターによる居宅介護事業所への支援については、居宅介護事業等連絡

会の事務局的な役割を地域包括支援センターが担うことができるよう町も支援を行いな

がら、連携を深めたい。

介護現場の人材不足等の状況から、地域包括支援センターの機能強化のための他法人か

らの出向職員については令和３年度、また、町からの保健師の派遣も第８期計画終了年度

末をもって終了となる。委託先法人の人事異動により地域包括支援センターへの三職種の

配置は確保されるものの、今後の人材確保・人材育成が課題となるため、町と委託先法人

との十分な協議が必要となる。

※シートの作成にあたっては「介護保険事業（支援）計画の進捗管理の手引き」（平成 30年 7月 30 日

厚生労働省老健局介護保険計画課）38ページ～を参照してください。



取組と目標に対する自己評価シート（フェイスシート）

タイトル ２．生きがい施策の推進

現状と課題

・臨時的・短期的な就業または、軽易な業務に係る就業を希望する高齢者のために、シル

バー人材センターと連携し就労の機会につなげる。ニーズ調査結果では、27.0％の高齢

者が収入のある仕事をしており、高齢になっても就労を続けている。

・令和 2年に実施したニーズ調査結果では、地域活動への参加を希望する方は 51.6％（平

成 29 年調査 66.4％）、お世話役としての参加を希望する方は 30.4％（平成 29 年調査

38.3％）であり、前回調査と比較して活動希望者が減少しており、生きがいのある人の

割合についても減少していることが分かる。

・まちづくりセンターや総合型地域スポーツクラブで開催される各種講座のほか、趣味の

サークル活動等を通して高齢者の生きがいや健康増進につながっている。高齢者の学

習・文化活動・交流の場として、さまざまなニーズを捉え、講座や教室等を継続して開

催し、参加につなげることが重要。

第８期における具体的な取組

① 地域における就労のニーズの把握に努め、必要な情報提供を行う。

② 地域の担い手を増やすため、講座の開催や意欲のある町民の活動を支援する。

③ 多様な学習機会やスポーツ・レクリエーション活動を体験する機会の充実に努める。

目標（事業内容、指標等）

・担い手養成講座の開催

・助け合い地域づくり勉強会の開催

目標の評価方法

 時点

☑中間見直しあり

□実績評価のみ

 評価の方法

・講座開催回数

・勉強会開催回数

※シートの作成にあたっては「介護保険事業（支援）計画の進捗管理の手引き」（平成 30 年 7 月 30 日

厚生労働省老健局介護保険計画課）38 ページ～を参照してください。

別紙様式１－２



取組と目標に対する自己評価シート

年度 R4

前期（中間見直し）

実施内容

・地域のサロンや老人クラブの事業等への支援

・フレイル予防等各種健康講座の実施（保健師）

・助け合いの地域づくり勉強会の開催 1回

・担い手養成講座の開催 1回

自己評価結果

地域のサロンや老人クラブへ生活支援コーディネーターが訪問し、地域資源の聞き取り

などを行っている。また、町の地区担当保健師が地域のサロン等の要望により、フレイル

予防等の健康講座を実施している。

地域で何か活動したい思いを持つ人材の発掘と養成のため、助け合いの地域づくり勉強

会と担い手養成講座を開催した。担い手養成講座は、近隣市町で居場所づくりを行ってい

る団体を現地視察し、介護予防の活動を行う通いの場やサロンだけでなく、多様な居場所

が広がっていることを実際に感じてもらった。その後、講座の受講者が地域での活動を立

ち上げようと準備中である。

住民から相談があった場合は、就労についてはシルバー人材センターと、趣味のサーク

ル活動やスポーツの機会の提供については各地域運営組織、総合型地域スポーツクラブや

文化創造館と連携し、それぞれの機関を紹介している。

課題と対応策

令和 4年度は、特に地域運営組織と共催で行った健康講座等で、いきいき百歳体操のプ

レゼンをすることができ、立上げまではいかなかったものの、興味を持った方とのつなが

りができた。今後も継続して働きかけていく。

通いの場へ参加し、運営の手伝いをするところから担い手につながる場合もあるため、

担い手養成講座の開催と併せて通いの場の立上げ支援も積極的に行っていきたい。

後期（実績評価）

実施内容

・地域のサロンや老人クラブの事業等への支援

・担い手養成講座の開催 1回

・10/24「福祉まちづくり講演会」を開催（114 名参加）

・地域での活動を始めようとする団体への情報提供等 1団体

・広報への記事掲載 １回

自己評価結果

地域のサロンや老人クラブへ生活支援コーディネーターが訪問し、地域資源の聞き取り

などを行っている。また、町の地区担当保健師が地域のサロン等の要望により、フレイル

予防等の健康講座を実施している。

10 月に「困ったときは「お互いさま」と言える地域づくり」のテーマで、福祉まちづく

り講演会を開催した。住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けるために、全国の地域で取
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り組まれているちょっとした工夫や取組を紹介いただき、参加者から自分に何かできるか

等様々な気付きを持ってもらうことができた。講演会への参加者及び担い手養成講座の受

講者が、子どもと高齢者を対象にした食事提供の場を作れないかと立上げに動き出し、生

活支援コーディネーターより補助金の情報提供や参考にできる庄内地域の事例提供等を

行った。

住民から相談があった場合は、就労についてはシルバー人材センターと、趣味のサーク

ル活動やスポーツの機会の提供については各地域運営組織、総合型地域スポーツクラブや

文化創造館と連携し、それぞれの機関を紹介している。

課題と対応策

コロナに対する様々な規制は緩んでいるところだが、これまでと変わらず住民主体によ

る活動が途絶えない様、関わりながら支援していく必要がある。

余目第四学区の「和合の里を創る会」が構築した生活支援サービスが、トライアルを経

て令和 4年度から本格運行した。周知不足や担い手側の支援体制の整備等、まだ体制とし

て不十分なところもあるが、問題なく利用できている利用者もいる。他の地域運営組織に

も情報共有はしているが、自分の地域で展開できるものなのかまだ検討には至っていな

い。地域運営組織では、令和 5年度から地域の活動計画を策定するため、地域に合わせた

支援を行っていけるように情報提供したい。

すでに住民主体の活動を行っている団体については、担い手の不足も課題である。特に

訪問型サービス B実施団体については、メンバーの周囲への声掛けとともに、担い手募集

のチラシを作成する等さらに周知が必要である。

※シートの作成にあたっては「介護保険事業（支援）計画の進捗管理の手引き」（平成 30 年 7 月 30 日

厚生労働省老健局介護保険計画課）38 ページ～を参照してください。



取組と目標に対する自己評価シート（フェイスシート）

タイトル ３．一般介護予防施策の推進

現状と課題

・各種事業の参加者の固定化や年代、性別に偏りが見られるなど、全体として健康づくり・

介護予防の普及啓発は十分とは言えない状況。身近な場所で交流しながら継続して取り

組めるよう、自助・互助を取り入れた介護予防活動の推進が重要。

第８期における具体的な取組

① 健康づくり・介護予防の推進

② 身近な地域での自主的活動の推進

③ 専門職種による支援

④ 継続的な取組の推進

目標（事業内容、指標等）

事業名 区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度

元気アップ教室 参加人数（人） 4,100 4,300 4,500

健康教室 参加人数（人） 250 250 250

介護予防教室等 参加人数（人） 250 250 250

住民主体の通い

の場

団体数 26 28 30

参加人数（人） 450 500 550

リハ職派遣回数（回） 20 20 20

目標の評価方法

 時点

☑中間見直しあり 

□実績評価のみ

 評価の方法

・各種教室の開催回数

・住民主体の通いの場構築支援数

・リハビリ専門職の派遣回数

※シートの作成にあたっては「介護保険事業（支援）計画の進捗管理の手引き」（平成 30年 7月 30 日

厚生労働省老健局介護保険計画課）38ページ～を参照してください。
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取組と目標に対する自己評価シート

年度 R4

前期（中間見直し）

実施内容

・地域のサロン、老人クラブ活動における健康づくり・介護予防講座を実施

・地域づくりによる介護予防推進事業への支援：高齢者の保健事業と介護予防の一体的実

施事業にて、通いの場団体へ医療専門職を派遣し健康講話を実施（通年） 延 115 団体

・一般介護予防元気アップ教室 参加延人数：ソラーナ 167 人、しゃんしゃん 1,571 人

・元気でご長寿！介護予防教室の開催：高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業に

て、地域運営組織と共催で健康教室を開催（通年） 参加人数：第一学区延 145 人、第

四学区延 152 人、狩川地区延 28 人、清川地区延 51 人

・いきいき健康セミナー 70 人

・地域リハビリテーション活動支援事業による専門職派遣 7回

・住民主体の通いの場（通年） 21 団体 306 人参加

・広報記事掲載（町広報、医療機関広報紙、地域情報誌）

自己評価結果

令和 3年度に引き続きコロナの感染拡大のタイミングで休止期間はあったものの、委託

団体において感染予防対策を取りながら元気アップ教室を開催した。令和 3年度より参加

人数も増加している。

庄内町では令和 4年度より高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業を開始し、通

いの場への関わりが増加した。医療専門職による健康講話をおおむね 2 か月に 1 回開催

し、その際いきいき百歳体操のポイントをお話し、効果的な実施となるよう支援した。通

いの場へ来なくなった方へのフォローアップとして状況確認等を行った。

75 歳から加入する後期高齢者医療保険制度について制度内容の説明と被保険者証を交

付するとともに、健康寿命とフレイル予防について意識向上を図るため医療専門職が講話

を行う「いきいき健康セミナー」を毎月実施した。後期高齢者医療被保険者証の交付をセ

ットにすることで、普段聞く機会がない方にも健康講話を実施することができた。

課題と対応策

コロナ禍に休止期間があったことで週 1 回の外出が億劫になり参加しなくなった方や

心身状態の変化で通いの場に通えなくなり、参加者が減ってしまった通いの場もある。代

表者も声掛け等頑張ってくれているため、活動継続のために支援できること等ないか町と

しても考えていきたい。参加者の固定化、閉じこもりやフレイルを予防するため、参加し

ていない方を参加させる取り組みも引き続き検討していく。参加者が増えている通いの場

は、参加者同士の声掛けによるところが大きいため、まずは参加者に声掛けを促していく。

一般介護予防元気アップ教室のソラーナについて、事業を委託している事業所より参加

者定員の増員を了承いただいたので、これまで原則 1年間としていた参加期間を継続して

参加もできるように見直した。送迎がないと参加が難しい地域であるため、引き続き周知

を行っていく。
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後期（実績評価）

実施内容

・一般介護予防元気アップ教室 参加延人数：ソラーナ 161 人、しゃんしゃん 1,554 人

・いきいき健康セミナー 67 人

・庁舎内のデジタルサイネージへ通いの場の効果を PR する動画放映

・健康しょうないマイレージ事業商品券等の交付（参加団体 18 団体、交付延人数 171 人）

・地域リハビリテーション活動支援事業による専門職派遣 2回

自己評価結果

地域リハビリテーション活動支援事業の通いの場へのリハ職派遣については、高齢者の

保健事業と介護予防の一体的実施事業のポピュレーションアプローチで行った。

健康しょうないマイレージ事業実施により、通いの場参加への付加価値をつけること

で、通いの場への参加を促す一助となった。

庁舎内のデジタルサイネージで通いの場の効果や町内の通いの場を紹介する動画を放

映した。また、町内の病院の待合室にあるデジタルサイネージでも放映ができないか相談

した。

通いの場の効果の周知を行った結果、2団体の通いの場立上げ支援を行った。逆に参加

者の都合等により活動継続が難しくなり 1団体が解散した。

課題と対応策

令和 4年度は、コロナの影響も落ち着きつつあり、様々な機会に通いの場のプレゼンや

健康講話をすることができた。高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業で医療専門

職を雇用できたことで、コロナ禍にできなかった地域に訪問して周知活動ができた。

地域づくりによる介護予防実施団体の交流会について、令和 4年度は各団体に 2か月に

1回健康講話で訪問したため、開催を見送った。他団体との情報交換の要望等ないか確認

しながら交流会の実施についても検討していく。

※シートの作成にあたっては「介護保険事業（支援）計画の進捗管理の手引き」（平成 30 年

7 月 30 日厚生労働省老健局介護保険計画課）38 ページ～を参照してください。



取組と目標に対する自己評価シート（フェイスシート） 

 

タイトル ４．適切なサービス利用による自立支援・重度化防止 

 

現状と課題 

(1) 介護予防ケアマネジメントの質の向上について、自立支援型地域ケア会議を継続して

開催してきたが、自立支援に資するプラン及びサービス提供を目指し、関係職種でよ

り一層のスキルアップを図っていく必要がある。 

(2) 適切なサービス給付の実施について、利用者の状態にあった介護サービスを提供する

ためには、制度の周知・相談体制の充実が必要であり、利用者がより良いサービスを

選択できるよう、介護サービス事業所に対し、国・県からの情報を定期的に提供して

いく必要がある。また、サービス利用者からの相談や苦情、事故等に適切に対応し、

適正なサービス提供とその質の向上につなげるよう、介護サービス事業所に対し、引

き続き啓発及び指導を行っていかなければならない。町や地域包括支援センター、関

係機関等と問題や情報の共有化を図り、連携を強化することで、介護サービスの全体

的な向上を図る必要がある。 

(3) 介護予防・日常生活支援総合事業においては、今後も高齢者世帯の増加が見込まれる

ことから、地域のニーズに合わせ、通いの場、見守り、外出支援や買い物等の生活支

援など、多様なサービスの拡充が必要である。 

(4) 介護給付適正化においては、介護給付を必要とする受給者を適切に認定し、受給者が

真に必要とする過不足のないサービスを事業者が適切に提供するよう、適切なサービ

スの確保と費用の効率化をとおして持続可能な介護保険制度を目指し主要 5事業等に

取り組んできたが、引き続き適正な介護給付となるよう方策を講じながら取り組む必

要がある。 

(5) 介護人材の確保について、サービスごと、職種ごとの人手不足等の状況も踏まえ、介

護職に限らず介護分野で働く人材の確保・育成を行い、介護現場全体の人手不足対策

を進めることが重要となっている。また、業務の効率化及び質の向上は、介護現場の

イメージ刷新と負担軽減につながることから、県と連携し各事業所へ情報を提供しな

がら、業務効率化及び質の向上に関する取組を支援していく必要がある。 

第 8期における具体的な取組 

(1) 介護予防ケアマネジメントの質の向上 

(2) 適正なサービス給付の実施 

(3) 介護予防・日常生活支援総合事業 

(4) 介護給付の適正化 

(5) 介護人材確保・資質向上・業務効率化 

目標（事業内容、指標等） 

① 自立支援型地域ケア会議 事例検討件数 R3:30件、R4:30件、R5:30件 

        研修会 R3:2回、R4:2回、R5:2回 

② 実地指導（運営指導）事業所数 R3:6件、R4:6件、R5:5件 

③ 認定調査の事後点検  毎年度、全件実施 

④ 業務分析データの確認  （半年分毎）2回/年 

⑤ ケアプラン点検 実地指導時  R3:24件、R4:24件、R5:20件 
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        面談による点検 R3:12件、R4:12件、R5:12件 

        地域ケア会議  R3:11回、R4: 11回、R5: 11回 

⑥ 住宅改修審査会での公開審査 毎年度 1回 

⑦ 福祉用具、住宅改修の現地確認 毎年度 1回 

⑧ 縦覧点検、医療情報との突合データの確認 毎月実施 

⑨ 給付実績通知送付 年 1回 

⑩ 介護人材確保に関する情報交換会 R3:2回、R4:2回、R5:2回 

     〃      PR事業 R3:1回、R4:1回、R5:1回 

目標の評価方法 

 時点 

☑中間見直しあり 

□実績評価のみ 

 評価の方法 

・業務分析データの確認回数 

・ケアプラン点検 実地指導（運営指導）、地域ケア会議での点検件数 

・住宅改修審査会開催回数 

・給付実績通知送付回数 

※シートの作成にあたっては「介護保険事業（支援）計画の進捗管理の手引き」（平成 30年 7月 30日 

厚生労働省老健局介護保険計画課）38ページ～を参照してください。 

  



取組と目標に対する自己評価シート 

 

年度 R4 

 

前期（中間見直し） 

実施内容 

・自立支援型地域ケア会議開催数 3回、事例検討数 6件 研修会開催数 1回 

・運営指導 指導事業者数 5事業所 

・認定調査の事後点検 全件実施 

・要介護認定適正化事業（業務分析データ）の確認 1回（R3.4.1～R3.9.30申請まで分） 

・運営指導におけるプラン点検 5事業所、8件 

・縦覧点検、医療情報との突合 毎月実施 

・介護人材確保に関する情報交換会 開催数 1回 

自己評価結果   

自立支援型地域ケア会議によるプラン点検は、町内の居宅介護支援事業所等に在籍する

全ての介護支援専門員が参加できるよう実施してきたが、参加者の負担軽減を図るため、

開催回数や参加方法を見直し開催した。会議で出された助言を受け、会議終了後に振り返

りを行い、その後の対応について検討している。 

9月に開催した自立支援型地域ケア会議研修会は、地域包括ケアの視点に立ち、地域資

源を活かした支援が推進されるよう目指していくことを目的とし、対象を介護支援専門員

とし、講師を外部から理学療養士を派遣し、高齢者の体力の向上について講義をいただい

た。Zoom開催であったが、多くの事業所からの参加があり、参考になったとの意見が多か

った。 

運営指導でのケアプラン点検では、事前提出資料及び現地でケース記録簿によりケアプ

ランに沿ったサービスを提供していることを確認し、また、自立支援・重度化防止に向け

適切なサービスを行っているかを確認した。 

介護給付適正化では、認定調査の事後点検は、全件読み込み・確認した。業務分析デー

タを活用し、調査項目の選択が全国や県と比較して大きく乖離していないか確認した。国

保連からの縦覧点検データで軽度者用具貸与、半数超えショート、GH入所者認知度等を確

認した。 

介護人材確保に関する情報交換会では、町内各事業所の施設長や管理者が集まり、各事

業所の近況の雇用状況や定着と離職防止の工夫等の情報交換をとおして、地域全体の課題

や好事例を共有化できた。また、介護の魅力を PRするため、10月に開催されたしょうな

い秋まつりへの介護人材確保に係るＰＲ事業は、準備期間中に介護事業所でコロナが拡大

し、参加を見送った。 

課題と対応策 

認定調査の事後点検は、調査項目の均一化、個々の調査員のスキルアップを図るために

引き続き行っていく。 

地域の介護人材の不足は、近年全国的な課題となっている。今後もサービス基盤の安定

のために、町と各事業者、関係機関と連携し、人材確保に努めなければならない。 
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後期（実績評価） 

実施内容 

・自立支援型地域ケア会議開催数 4回、事例検討数 9件 研修会開催数 1回 

・点検者及び主任介護支援専門員を対象としたケアプラン勉強会の開催 1 回、参加者 9

名（保険者及び包括支援センター5名、主任介護支援専門員 4名（うち講師 1名）） 

・面談によるケアプラン点検 4件 

・ケアプラン点検の実施報告 

・運営指導 指導事業者数 2事業所 

・認定調査の事後点検 全件実施 

・要介護認定適正化事業（業務分析データ）の確認 1回（R3.10.1～R4.3.31申請まで分） 

・運営指導におけるプラン点検 2事業所、9件 

・縦覧点検・医療情報との突合 毎月実施 

・給付実績通知送付（R4.1～12月利用分、1回、1,575件） 

自己評価結果   

12 月に開催した自立支援型地域ケア会議研修会は、講師を外部から歯科衛生士を派遣

し、口腔機能低下が及ぼす高齢者への影響について講義をいただいた。集合形式の開催で

行い、多くの事業所からの参加があり、口腔機能の大切さを再認識したなど気づかされた

意見が多かった。 

運営指導でのケアプラン点検では、事前提出資料及び現地でケース記録簿によりケアプ

ランに沿ったサービスを提供していることを確認し、また、自立支援・重度化防止に向け

適切なサービスを行っているかを確認した。さらに、事業所内で研修等を行い業務の統一

化を図ることが望ましいことを指導した。 

点検者と町内の主任介護支援専門員を対象としたケアプラン点検の事前勉強会におい

ては、自立支援型のケアマネジメントにより適切なサービス利用に資することを目的とし

行った。面談によるケアプラン点検では、4件のうち 3件は、アドバイザーよりアドバイ

スをいただき実施した。また、主任介護支援専門員に点検者として協力を求め、1名から

協力をいただいたほか、見学により参加いただいた。また、プラン点検を実施して見えた

課題について、集団指導時に説明を行い、周知を行った。これらケアプラン点検に関する

事業については、点検者側である保険者、包括支援センター担当も理解が不足している部

分があったが、自立支援型のケアマネジメントの理解、適切なサービス利用の周知に資す

ることができたと判断する。 

介護給付の適正化では、前期と同様の確認を行った。住宅改修審査会の開催を計画した

がコロナの拡大により実施できなかった。福祉用具の現地確認を計画したが、コロナの拡

大のため実施できなかったが、住宅改修の現地確認は 2件行い、本人の状態にあった適正

な改修であることを確認した。 

給付実績通知では、利用者に対して介護保険から給付される給付額、そしてその給付費

は第 1号被保険者からの介護保険料により賄われていることを通知した。今回家族介護激

励支援金事業の周知文書を一緒に送付したことで、事業の紹介にあわせ給付実績通知の説

明を行うことができ、適切なサービス利用を呼び掛けることができた。 

課題と対応策 

自立支援型地域ケア会議の開催については、町内の居宅介護支援事業所等に在籍する全

ての介護支援専門員が参加できるよう計画してきたが、参加者の負担が聞かれており、開



催側としても人員体制に課題があるため、開催回数や参加方法を見直し開催していく。 

プラン点検及び勉強会、ケアプラン点検におけるマニュアルの作成など、より自立支援

に資する適切なケアマネジメントが行われるように、継続して事業を実施していく。 

認定調査の事後点検は、調査項目の均一化、個々の調査員のスキルアップを図るために

引き続き行っていく。 

給付実績通知送付を引き続き実施し、適切なサービス利用をさらに呼び掛けていく。 

※シートの作成にあたっては「介護保険事業（支援）計画の進捗管理の手引き」（平成 30年 7月 30日 

厚生労働省老健局介護保険計画課）38ページ～を参照してください。 



取組と目標に対する自己評価シート（フェイスシート） 

 

タイトル ５．認知症総合支援策の推進 

 

現状と課題 

庄内町の要介護認定を受けている認知症高齢者（日常生活自立度Ⅱ以上）数は、令和 2

年 4月 1日現在 1,052人で、第 7期計画策定時の 1,111人に比べて減少しているが、認知

症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合は、全国平均が 15.0％であるのに対し本町は

27.4％であり、かなり高い状況にある。介護者からは、認知症の対応に苦慮しているとの

声が聴かれるほか、認知症の理解が不十分なことから虐待につながるケースも見受けられ

た。 

認知症の方の意思が尊重され、認知症高齢者や家族が安心して暮らし続けられるよう、

引き続き、国の認知症施策推進大綱を踏まえながら、認知症施策を推進していく。 

第８期における具体的な取組 

① 認知症の理解を深める取組 

② 認知症の予防の取組 

③ 適切な医療・介護サービスの提供 

④ 認知症高齢者や家族を支援する取組 

⑤ 地域での見守りの取組 

目標（事業内容、指標等） 

・認知症普及啓発に係る広報活動（ケアパス・講演会） 1回 

・徘徊声かけ訓練の実施 1回 

・認知症カフェの開催 年 12回 

・認知症サポーター養成講座受講者数 R3 400人、R4 430人、R5 450人 

・家族介護者交流会 1回 

目標の評価方法 

 時点 

☑中間見直しあり 

□実績評価のみ 

 評価の方法 

・事業回数、または参加人数 

※シートの作成にあたっては「介護保険事業（支援）計画の進捗管理の手引き」（平成 30年 7月 30日 

厚生労働省老健局介護保険計画課）38ページ～を参照してください。  
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取組と目標に対する自己評価シート 

 

年度 R4 

 

前期（中間見直し） 

実施内容 

・認知症地域支援推進員の打合せ会 1回 

・徘徊声かけ訓練の実施 1回 

・小中学校及び徘徊声かけ訓練での認知症サポーター養成講座の実施 4回 261人参加 

・認知症カフェ 6回 97人参加 

・認知症初期集中支援チーム員会議 1回 

・認知症キャラバンメイト講座へ町民の参加 1名 

・徘徊高齢者事前登録事業への登録  随時 

自己評価結果   

認知症地域支援推進員の打合せ会を開催し、町の方針や推進員の活動計画を共有した。 

徘徊声かけ訓練を第一学区で開催し、参加者の認知症高齢者への対応方法、やまがた 110

及びどこシル伝言板など認知症による徘徊高齢者を見守る体制について、啓発を図ること

ができた。また小中学校で認知症サポーター養成講座を開催し、認知症に関する啓発を図

っている。 

地域包括支援センターの認知症地域支援推進員が余目と立川に配置され、認知症カフェ

や物忘れ相談を開催している。認知症カフェには一般町民のキャラバンメイトがボランテ

ィアで参加している。認知症の方を介護する家族の参加があり、相談や情報交換等を行い、

大変有意義なカフェとなっている。 

認知症キャラバンメイト講座へ町民が参加し、キャラバンメイトの広がりが見える。 

課題と対応策 

徘徊声かけ訓練は、認知症の方への接し方や声のかけ方を体験で学ぶことができ、認知

症への正しい理解を促す参加型研修として良い機会となっている。各地域での理解を広め

るため、着実に実施していき、自治会長、民生委員等だけでなく、町民の方の参加を広く

呼び掛けていく必要がある。認知症サポーター養成講座などを引き続き実施し、認知症に

対する理解を広める必要がある。認知症キャラバンメイト研修会へ町民からの参加があっ

たが、今後のチームオレンジ設置の検討も含め、認知症キャラバンメイトの活躍の場が必

要。 

 

後期（実績評価） 

実施内容 

・認知症の啓発記事の地域情報誌に掲載 1回 

・小学校で認知症サポーター養成講座の実施 1回 36人参加 

・認知症カフェの開催 6回 85人参加 

・介護教室・家族介護者交流会 7人 

・居宅介護支援事業所等連絡会で事業説明 

・認知症安心ガイドの更新準備 

・徘徊高齢者事前登録事業への登録  随時 
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自己評価結果 

認知症の早期発見のため、早期診断が行われるようまちづくりセンター情報誌に記事を

掲載した。 

認知症サポーター養成講座について、後期は 1箇所での開催となった。成人向けの講座

開催に向け商工会に打診したが開催に至らず、普及啓発の手法について検討していく。 

認知症カフェは予定通り開催することができ、参加者同士の会話の場面も見られてい

る。また、新たに認知症キャラバンメイトとなった方がボランティアとして参加し、運営

の手伝いや傾聴を行っている。 

家族介護者交流会については、介護教室とあわせて開催し介護者の介護疲れ解消を図る

ために実施しており、好評を得ている。 

居宅介護支援事業所等連絡会の事例検討会において、町の認知症関連施策について説明

を行ったことで、事業の周知につながっている。 

認知症地域支援推進員より前期と後期の活動評価を提出してもらったが、日程調整でき

ず打合せ会を行うことができなかった。各推進員から聞き取りした内容を次年度情報共有

する予定。 

課題と対応策 

認知症サポーター養成講座について、小中学校では開催を希望しない学校もあり、今後

も理解を深めてもらうため、開催に至らない要因を確認しながら引き続き働きかけを行っ

ていく必要がある。また、成人向けの講座開催にあたっては、所定のプログラムでは長時

間になることから敬遠される傾向にあるため、出前講座の実施から知識の啓発を図る。 

物忘れ相談については、参加者がいない状況であるため、手法を変えていく必要がある。

地域包括支援センターとの打合せでサロン等に出向いていくよう提案している。 

地域包括支援センター以外に委託している認知症地域支援推進員については、事業所の

業務と推進員の業務に折り合いをつけることに困難さを感じていることから、町が具体的

に動きを提案していく。事業所に配置されている推進員は、クラスター発生により活動が

できなくなってしまうこともあるため、それらの要因に影響を受けないような活動を検討

する必要がある。 

※シートの作成にあたっては「介護保険事業（支援）計画の進捗管理の手引き」（平成 30年 7月 30日 

厚生労働省老健局介護保険計画課）38ページ～を参照してください。 

 



取組自己評価シート（フェイスシート）

タイトル ６．高齢者の安全安心な暮らしの支援（地域共生）

現状と課題

(1) 庄内町地域包括支援センターを含めた「庄内町福祉総合相談センター」が役場Ｂ棟に

設置され、障がい者とひきこもり相談、生活困窮者等、総合的な相談体制が整備され

た。立川地域は、立川サブセンターが関係部署に相談をつなぐ等、総合的な相談窓口

の役割を担っている。

(2) 地域包括ケアシステムの深化・推進を図るため、関係機関より委員を参集し、生活支

援協議体会議を開催した。また、庁内でも他部署と連携して庁内推進検討会議を開催

し、高齢者生活支援について課題を共有した。

地域の支え合いの体制が構築されるよう、生活支援コーディネーターを地域包括支援

センターに配置し、地域の実態把握や支え合い活動の普及を実施した。高齢者の生活

支援の課題に対して、住民自身による自助・互助が果たされるよう、担い手養成講座

等を開催し、住民主体によるサービス実施団体の立ち上げを支援した。

構築された体制を継続することや不足するサービスを創出するためには、新たな地域

の担い手の発掘が必要。また、地域ごとに課題が異なるため、地域に根差した取組が

必要。

第 8期における具体的な取組

(1) 本人・世帯の属性に関わらず、子育て支援・福祉の相談支援関連部署と連携を図りな

がら、断らない相談支援を行う。

本人・世帯の状況に合わせ、地域資源を活かしながら就労支援・居住支援等により、

社会とのつながりを回復できるよう支援する。

地域における交流や活躍の機会と役割を見いだせるよう支援を行い、「支える側」「支

えられる側」という枠を超え、日頃から地域の中での支え合いや見守りができるよう

に支援する。

(2) 地域包括ケアシステムの深化・推進を図るため、生活支援協議体会議や庁内推進検討

会議により関係機関や他課との連携に努める。

生活支援協議体については、地域に根差した取組を行う。

地域の担い手発掘や地域の支え合いの活動を啓発するため、担い手養成講座等を開催

する。

住民主体によるサービス実施団体が円滑に活動できるようトライアル事業の実施等

の団体構築に向けた支援を行う。

地域のニーズ、地域資源を把握し、必要なサービスの創出や施策につなげる。

目標（事業内容、指標等）

① 生活支援協議体会議 R3：4 回、R4：4 回、R5：4 回

② 生活支援コーディネーター配置数 R3：2 人、R4：2 人、R5：2 人

③ 担い手養成講座 R3：2 回、R4：2 回、R5：2 回

目標の評価方法

別紙様式１－２



 時点

☑中間見直しあり 

□実績評価のみ

 評価の方法

・生活支援協議体会議開催数

・生活支援コーディネーター配置数

・担い手養成講座開催数

※シートの作成にあたっては「介護保険事業（支援）計画の進捗管理の手引き」（平成 30年 7月 30 日

厚生労働省老健局介護保険計画課）38ページ～を参照してください。



取組と目標に対する自己評価シート

年度 R4

前期（中間見直し）

実施内容

・助け合いの地域づくり勉強会の開催 1回

・担い手養成講座の開催 1回

・生活支援コーディネーター配置 2人

・生活支援コーディネーターだよりを集落回覧に

・生活支援協議体勉強会 1回

・通所型サービス B実施団体情報交換会、移動支援に関する研修会実施

自己評価結果

生活支援コーディネーターが企画する助け合いの地域づくり勉強会にて、支え合い活動

の効果や必要性等について講話を行った。また、現在町内で活動している団体から活動紹

介をしてもらい、通いの場の効果の周知を行った。

担い手養成講座では、通いの場に限定しない「居場所づくり」「いきがいづくり」をテ

ーマに、第 1回目に庄内地域にある様々な形の居場所を現地視察し、第 2回目に実際に居

場所づくりの活動を行っている方を講師に招き、講座を開催した。町内ですでに活動して

いる方も参加し、自分の活動にいかせるヒントを探したり、何か活動をしてみたいと思っ

ている方には、自分がやってみたいことを探す一助となった。

また、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業で医療専門職が通いの場を訪問す

る際に、生活支援コーディネーターも同行し、生活支援コーディネーターの活動周知を行

った。

住民からの相談対応については、庁内の関係課と福祉総合相談センターと連携しなが

ら、相談内容に合わせて対応している。

県のアドバイザー派遣事業を利用し、生活支援協議体について理解を深めるための勉強

会を行った。

通所型サービス B実施団体の送迎については、活動継続の課題であるため、安全に運行

するためのポイント等の研修を行った。担い手も高齢化していくため、団体内で送迎ので

きる新たな担い手を増やしていく等課題となっている。

課題と対応策

担い手養成講座では、コロナ禍のためできなかった現地視察を実施した。バスの都合で

人数は限定されたが、実際に現地に行って場所の雰囲気を感じたり、いい情報交換ができ

たようだった。担い手養成講座については今後も内容を検討して効果的に実施できるよう

生活支援コーディネーターと検討していく。

生活支援協議体について、そもそも生活支援協議体とはどのような制度なのか、今後協

議体でどのような活動をしていけばいいのか方向性を検討するため、県のアドバイザー派

遣事業を行い、8月に第 1回目の勉強会を開催した。生活支援協議体への理解は深まった

が、本町の協議体は国で意図した形となっていないため、進め方については今後も検討が

必要である。
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後期（実績評価）

実施内容

・生活支援コーディネーター配置 2人

・担い手養成講座の開催 1回

・10/24「福祉まちづくり講演会」を開催（114 名参加）

・生活支援協議体 1回

・地域での活動を始めようとする団体への情報提供等 1団体

自己評価結果

住民からの相談対応については、庁内の関係課と福祉総合相談センターと連携しなが

ら、相談内容に合わせて対応している。

生活支援協議体について、8月の勉強会を踏まえ、生活支援コーディネーターの周知不

足が課題として見えたため、協議体メンバーに向けて生活支援コーディネーターの活動報

告と協議体メンバーと一緒にどのような活動をしていけるかを検討するグループワーク

を 12 月に行った。そもそも生活支援コーディネーターがどのような方向に向かって活動

していくべきか町で方向性を示す必要を感じ、令和 5年度の生活支援コーディネーターの

活動方針を示した。

「困ったときは「お互いさま」と言える地域づくり」のテーマで、福祉まちづくり講演

会を開催し、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けるために、全国の地域で取り組まれ

ているちょっとした工夫や取組を紹介いただいた。自分の身近にもありそうな具体例が多

く、参加者の感想から「難しく考えすぎず小さなことからやっていきたい」「お互いさま

の大切さはわかったが自分に何ができるか」等、様々な気付きを持ってもらうことができ

た。講演会への参加者及び担い手養成講座の受講者が、子どもと高齢者を対象にした食事

提供の場を作れないかと立上げに動き出し、生活支援コーディネーターより補助金の情報

提供や参考にできる庄内地域の事例提供等を行った。

各地域運営組織との連携の一つとして、生活支援コーディネーターが地区計画の策定員

会に参加している。

課題と対応策

現在の生活支援協議体メンバーは、町から参加を依頼して代表者が出席している形のた

め、自分事として意識してもらうことが必要である。協議体を開催することで目指すとこ

ろがどこなのか、町として示す必要性は感じつつもどの程度の内容とすべきか検討してい

る。

地域課題への町としての対応の検討や地域包括ケアシステムの構築には、庁内他部署と

の連携が不可欠ではあるが、地域包括ケアシステム構築推進庁内検討会議は年 1回開催し

てそこで終わっているように感じたため、うまく活用するためにも開催方法の検討が必要

である。

地域課題の解決に向けて、生活支援コーディネーターの果たす役割が大きくなっている

ことを踏まえ、令和 5年度に生活支援コーディネーターを 1名増員する。より地域と連携

して課題解決に取り組めるように、生活支援コーディネーターとともに地域への支援を検

討していく。

※シートの作成にあたっては「介護保険事業（支援）計画の進捗管理の手引き」（平成 30年 7月 30 日

厚生労働省老健局介護保険計画課）38ページ～を参照してください。



取組と目標に対する自己評価シート（フェイスシート）

タイトル ６．高齢者の安全安心な暮らしの支援（医療連携）

現状と課題

毎年度、医療と介護の関係者等が、多職種連携スキルアップ研修会を通じて情報共有し

ながら相互の役割と理解を深めることができた。

ニーズ調査では、「延命治療を望まない」「どちらかというと望まない」と回答した方が

7割を占め、「最期をどこで迎えたいか」には、「自宅」と回答した方が約半数でした。本

人や家族が望む在宅医療と介護について選択できるよう、広く周知する必要がある。

本町は医療圏が北庄内と南庄内の広域にわたるが、県の推進施策のもと関係市町村やそ

れぞれの関係機関と地域の課題を共有しながら、今後も連携強化を図る必要がある。

第 8期における具体的な取組

・住民や医療・介護関係者等が在宅医療と介護の理解を深めるとともに、知識の習得と情

報共有ができるよう、今後も研修やセミナーの開催を行う。

・在宅療養を必要とする人が適切なサービスを選択できるよう、ホームページや広報等で

情報を広く周知する。

・北庄内・南庄内それぞれの医師会の連携拠点や県・関係市町村と、医療・介護の協働・

連携を図る。

・看取りや終活の啓発に加え、今後も増加している認知症に関する認知症施策と連携した

取組を進める。

目標（事業内容、指標等）

① 町民向けセミナーの開催

② 在宅医療の啓発活動

③ 多職種連携スキルアップ研修会の開催

④ 関係機関との連携

目標の評価方法

 時点

☑中間見直しあり 

□実績評価のみ

 評価の方法

・町民向けセミナー参加者数

・在宅医療啓発チラシ配布

・多職種連携スキルアップ研修会の参加者数

※シートの作成にあたっては「介護保険事業（支援）計画の進捗管理の手引き」（平成 30年 7月 30 日

厚生労働省老健局介護保険計画課）38ページ～を参照してください。

別紙様式１－２



取組と目標に対する自己評価シート

年度 R4

前期（中間見直し）

実施内容

・町 HP と庄内町高齢者福祉サービスパンフレットに医療機関及び薬局等の情報掲載

・在宅医療・介護連携支援室ポンテの運営会議 出席 1回

・多職種スキルアップ研修会を開催

自己評価結果

医療機関及び薬局等の情報を更新し、居宅介護支援事業所等に情報提供を行い、医療機

関等との連携強化につなげている。

ポンテ運営会議に出席し、北庄内の在宅医療・介護連携の情報共有と共通認識を持つこ

とができた。

多職種スキルアップ研修会を開催し、精神疾患をテーマに講演いただくことで、関係者

が精神疾患の基礎知識や対応方法について学ぶことができた。また、主任介護支援専門員

の法定外研修として開催することができた。

課題と対応策

広域的にも医療・介護連携が必要であり、ポンテの運営会議で酒田市・遊佐町と情報共

有できたことは有意義だった。

多職種スキルアップ研修会について、精神疾患に関する知識を学ぶ機会に満足を得てい

る一方で、医療と介護の互いの顔や腕の見える関係を望む視点からグループワークを希望

する人もいるため、開催について検討していく。

後期（実績評価）

実施内容

・県実施の入退院ルールのアンケート協力 1回

・在宅医療・介護連携支援室ポンテ運営会議 出席 1回

自己評価結果

ポンテ運営会議に出席することで、他市町で行っている事業の内容やその事業に対する

感想などを聞くことができたため、事業検討の参考にすることができた。

課題と対応策

ワーキンググループ会議を開催することができず、関係者間で意見を交わすことができ

なかったため、早期に開催し、本町の課題や事業計画に加え、他市町の取組も情報提供し

ていく。

今後も地域住民の在宅での看取りの不安や迷いに対し、訪問診療、訪問看護ステーショ

ンの役割なども普及していかなければならない。

近隣の救急病院は比較的整備されているが、医師の高齢化、24 時間対応の在宅医療を支

える医師が少ない。広域での取組みがますます重要になると考えられることから、医療と

介護の関係者の連携や地元の医療機関との連携を検討していく必要がある。

※シートの作成にあたっては「介護保険事業（支援）計画の進捗管理の手引き」（平成 30年 7月 30 日

厚生労働省老健局介護保険計画課）38ページ～を参照してください。
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取組と目標に対する自己評価シート（フェイスシート）

タイトル ６．高齢者の安全安心な暮らしの支援（権利擁護・居住安定）

現状と課題

高齢者虐待の被虐待者は圧倒的に女性が多く、75歳以上の後期高齢者が多い状況です。

虐待者は息子が最も多く、次いで夫、その他（孫など）の順になります。また、虐待の種

別としては、身体的虐待が全体の半数を占めており、次いで心理的虐待、経済的虐待と続

きます。虐待者の介護疲れ・ストレスや認知症等の理解不足が主な発生要因と考えられ、

疾患や認知症の正しい理解や介護知識の習得、介護者の負担軽減のほか問題が深刻化す

る前に早期に発見する体制の整備が必要となっています。

成年後見制度について、本人や親族による申立がされる見込みがない場合は、町長申

立により成年後見人を選定している。また、生活保護等の資力が無く、費用負担が困難な

場合は、成年後見制度支援事業により支援を行っている。

成年後見制度の認知度の低さや複雑さから制度の利用が進んでいない状況にあり、町内

の専門職不足や体制整備について課題がある。

多様な課題を抱える高齢者の増加に伴い、見守り支援が必要なケースや保証人や緊急連

絡体制の確保が困難なケースも増加傾向にあり、住まいの確保が難しい状況にある。高齢

者独居や高齢者世帯の増加、介護者の就労により入所のニーズがあり、特別養護老人ホー

ムのほか有料老人ホームの利用が増えている。施設整備は、現状の介護サービスの需要を

考慮し、協議していく必要があります。

第 8期における具体的な取組

(1) （虐待防止対策の推進）

今後も町民への相談窓口の周知など普及啓発の取組を推進する。

主たる養護者の悩みを聞く相談機会の確保や負担軽減の取組など他施策と連携して

虐待防止に努める。

再発の防止に向け、養介護施設も含め、虐待者に対する相談や指導、助言を継続して

行いながら、高齢者見守りネットワーク連絡会議を効果的に活用し、関係機関と連携

を強化する。

（成年後見制度の利用促進）

成年後見制度の利用促進のため、ホームページや広報等により周知する。

市民後見制度の啓発に努める。

成年後見制度市町村基本計画の策定や中核機関の設立に向け、関係機関と連携して取

り組む。

(2) （住宅確保）

高齢者の居住の場を安定的に確保するため、ニーズに対して適切に供給される環境づ

くりに取り組む

民間賃貸住宅の確保が困難な方を支援するため、事業者と連携しながら賃貸住宅の物

件探しをサポートすることを検討する

生活困窮者への情報提供を継続する。

目標（事業内容、指標等）

別紙様式１－２



・高齢者見守りネットワーク連絡会議全体会議の開催 年 1回

・虐待高齢者モニタリング会議の開催 年 4回

・虐待受理会議 随時

・権利擁護勉強会の開催 年 1回

・高齢者虐待及び成年後見制度に係る広報活動（ホームページ掲載、広報への記事掲載）

・成年後見制度市町村基本計画の策定

・市民後見制度の啓発

目標の評価方法

 時点

☑中間見直しあり 

□実績評価のみ

 評価の方法

・モニタリング会議の開催回数

・関係機関との情報共有のための研修会開催回数

・広報への掲載回数

※シートの作成にあたっては「介護保険事業（支援）計画の進捗管理の手引き」（平成 30年 7月 30 日

厚生労働省老健局介護保険計画課）38ページ～を参照してください。



取組と目標に対する自己評価シート

年度 R4

前期（中間見直し）

実施内容

・虐待高齢者モニタリング会議 2回

・虐待受理会議 2回

・高齢者福祉サービスパンフレットへ掲載（高齢者虐待、成年後見制度）

・身寄りのない高齢者の相談 4件

自己評価結果

虐待通報後、速やかに聞き取りを行うよう対応している。

虐待高齢者モニタリング会議に、町の医療専門職が参加するようになり、体制の強化を

図ったことでより多角的な視点から検討されている。

被虐待者ではなく、虐待者に精神疾患が見られる事例もあり、地区担当保健師と連携し

て対応することができた。

高齢者福祉サービスパンフレットへ、高齢者虐待や成年後見制度に関する内容を掲載し

周知を図った。

課題と対応策

虐待者が精神疾患や知的障害を抱える事例では、虐待者からの聞取りが困難となること

があるため、関係機関や虐待者と信頼関係を築いている機関と連携して対応する必要があ

る。

高齢者の居住安定について、親族関係の希薄化や身寄りのない高齢者は保証人がいない

ため、賃貸住宅などを利用できない事例があることから、今後関係機関と連携を図り、対

応策を検討する必要がある。

後期（実績評価）

実施内容

・虐待高齢者モニタリング会議 2回

・高齢者見守りネットワーク連絡会議全体会議 1回

・虐待受理会議 4回 ・権利擁護勉強会の開催 1回

・成年後見制度の町長申立案件の相談 4件

・身寄りのない高齢者の相談 1件

・広報への記事掲載（高齢者虐待、成年後見制度）

自己評価結果

地域包括支援センターが主催する権利擁護勉強会において、庄内警察署より、警察の地

域活動について講話いただいたことで、警察の顔が見えるようになった。

高齢者見守りネットワーク連絡会議全体会議を開催し、町内の高齢者虐待の状況につい

て情報を共有し、虐待の背景について考察を示した。関係者と意見交換を行い、情報共有

が図られている。

町長申立による成年後見制度利用について、4件相談があり、内 2件については申立に

向けて対応している。

別紙様式１－３



介護予防・日常生活圏域ニーズ調査により、成年後見制度の認知度や町民の意向につい

て確認することができた。

課題と対応策

虐待対応について、通報の内容が不明瞭な場合も多いため、初動期の対応に苦慮する。

警察が関わる案件については、後日聞取りの依頼をしても、重複することから聞き取りを

拒否されることもあることから、可能な限り警察の聞取りに同席するなど、機会を捉えて

いく必要がある。

複合的な要因が絡んでいる事例が多く見られ、どの範囲まで高齢者虐待として支援すべ

きか対応に苦慮することもあるため、相談機関との連携が必要。

身寄りの無い若しくは関係性が希薄な高齢者の事例が表出していることから、成年後見

制度など高齢者の権利を擁護する制度を啓発し、本人が活用できるよう促進していく必要

がある。

※シートの作成にあたっては「介護保険事業（支援）計画の進捗管理の手引き」（平成 30年 7月 30 日

厚生労働省老健局介護保険計画課）38ページ～を参照してください。



取組と目標に対する自己評価シート（フェイスシート）

タイトル ６．高齢者の安全安心な暮らしの支援（災害や感染症に対する備えの検討）

現状と課題

災害対策については、各事業所の計画の定期的な内容更新と災害を想定した避難訓練の

実施に向けて、定期的に確認する必要がある。

感染症対策については、感染症発生時に備え必要な物資の備蓄、設備等の整備など、平

時から備えておく必要がある。また、介護サービスは、利用者やその家族の生活のために

必要不可欠なものであることから、感染症発生時においてもサービスを継続する必要があ

る。

第 8期における具体的な取組

① 介護事業所等と連携し、防災及び感染症対策についての周知啓発、研修、訓練等の取

組を支援する。

② 災害・感染症発生時に必要な物資についての備蓄・調達・輸送体制等を整備、支援し

ていく。

③ 県及び町、関係団体等が連携した災害・感染症発生時の支援・応援体制の構築のため

の取組を推進する。

目標（事業内容、指標等）

① 各事業所等の防災及び感染症対策に係る取組状況の確認、及びその助言等を行う。

② 各事業所等の災害・感染症発生時に必要な物資についての備蓄・調達・輸送体制等を

整備、支援の確認、及びその助言等を行う。

③ 県及び町、関係団体等が連携した災害・感染症発生時の支援・応援体制の構築のため

の情報提供、及びその助言等を行う。

目標の評価方法

 時点

☑中間見直しあり 

□実績評価のみ

 評価の方法

①及び② 実地指導及び事業所訪問時、その他調査等により、各事業所等の取組状況

の確認

③ 町からの情報提供及び構築状況の確認

※シートの作成にあたっては「介護保険事業（支援）計画の進捗管理の手引き」（平成 30年 7月 30 日

厚生労働省老健局介護保険計画課）38ページ～を参照してください。
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取組と目標に対する自己評価シート

年度 R4

前期（中間見直し）

実施内容

①、② 防災及び感染症対策に係る取組状況、災害・感染症発生時に必要な物資について

の備蓄・調達・輸送体制等を整備、支援の確認等

・地域密着型サービス事業所 8事業所（予防含む）（運営推進会議）（うち 1事業所コ

ロナ禍により書面による開催）

・運営指導 5事業所

③ 災害・感染症発生時の支援・応援体制の構築のための情報提供等

自己評価結果

防災及び感染症対策に係る取組状況は、運営指導や地域密着型サービス事業所が行う運

営推進会議にて、避難訓練等の実施及び内容を確認した。また、運営指導においては、業

務継続計画やマニュアルの確認、従事者に対する研修、訓練状況等を確認した。

令和 4年 7月には、町内介護事業所の施設長・管理者等を対象とした情報交換会を開催

し、災害・感染症発生時の支援・応援体制のための意見交換等を行った。

課題と対応策

業務継続計画の未作成事業所に対しては、計画策定に係る支援に係る情報を紹介し、早

期に計画の作成を行うよう指導していく。既に計画を作成した事業所については、これま

での対策等を踏まえより実効性のある内容の見直しと、従事者への周知、研修及び避難訓

練を実施するよう指導していく。

後期（実績評価）

実施内容

①、② 防災及び感染症対策に係る取組状況、災害・感染症発生時に必要な物資について

の備蓄・調達・輸送体制等を整備、支援の確認等

・地域密着型サービス事業所 8事業所（予防含む）（運営推進会議）（うち 2事業所コ

ロナ禍により書面による開催）

・運営指導 3事業所

自己評価結果

防災及び感染症対策に係る取組状況は、運営指導や地域密着型サービス事業所が行う運

営推進会議にて、避難訓練等の実施及び内容を確認した。また、運営指導においては、業

務継続計画やマニュアルの確認、従事者に対する研修、訓練状況等を確認した。

町で保管している備蓄マスクのほか、町で保管しているゴム手袋等の衛生物品につい

て、令和 5年 2月に希望する事業所に提供した。

課題と対応策

業務継続計画の未作成事業所に対しては、計画策定に係る支援に係る情報を紹介し、早

期に計画の作成を行うよう指導していく。既に計画を作成した事業所については、これま

での対策等を踏まえより実効性のある内容の見直しと、従事者への周知、研修及び避難訓

練を実施するよう指導していく。

別紙様式１－３



※シートの作成にあたっては「介護保険事業（支援）計画の進捗管理の手引き」（平成 30年 7月 30 日

厚生労働省老健局介護保険計画課）38ページ～を参照してください。
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